
上天草市立図書館雑誌スポンサー制度 募集要領 

名   称 上天草市立図書館雑誌スポンサー制度 

内   容 図書館が指定する雑誌一覧の中から、スポンサーとなる法人・企業・団体等に、

希望する雑誌（提供雑誌）を選んでいただき、その購入代金を負担していただくこ

とにより、その雑誌の最新号カバーにスポンサーの名前や事業広告等を掲載できる

制度です。 

※お手持ちの雑誌そのものを寄贈していただくものではありません。 

場   所 中央図書館、龍ヶ岳図書館、姫戸図書館、大矢野森記念図書館 

提 供 雑 誌 図書館が作成した雑誌一覧から選んでください。 

同一雑誌に複数の申し込みがある場合は、受付け先着順とします。 

掲 載 箇 所 最新号のカバー表面中央より下部にスポンサー名等を掲載します。 

最新号のカバー裏面にスポンサーが作成した片面印刷の広告を掲載します。 

※図書館ホームページ等でスポンサー名および提供雑誌名を紹介します。 

規   格 裏面のとおりです。 

掲 載 期 間 ４月１日から当該年度の３月３１日までの１年間とします。ただし、年度途中に

雑誌スポンサーに決定した場合は、決定した日の属する月の翌月から当該年度の３

月３１日までとします。 

掲 載 基 準 広告の内容が次のいずれかに該当する場合は掲載できません。 

（１） 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（２） 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（３） 政治性のあるもの 

（４） 宗教性のあるもの 

（５） 各種の主義主張 

（６） 個人又は法人の名刺広告 

（７） 美観風致を害するおそれがあるもの 

（８） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 



（９） その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると教育委員会が認める

もの 

募 集 対 象 法人・企業・団体等 

※個人での応募はできません。 

募 集 期 間 随時 

申し込み方法  上天草市立図書館雑誌スポンサー申込書（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、

広告図案及び原稿、会社等の概要がわかる書類を添えて、教育委員会（社会教育課）

に提出してください。 

スポンサー及び  

広告内容の審査 

上天草市立図書館雑誌スポンサー広告審査会にてスポンサー及び広告内容につい

て審査を行います。 

審査の結果については、上天草市立図書館雑誌スポンサー決定（却下）通知書（様

式第２号）により申込者に通知します。 

広告掲載料の 

支払い方法 

教育委員会が定める日までに一括先払いをします。価格変動等により過不足が生

じた場合は、年度末に精算します。 

雑誌の所有権 提供を受けた雑誌の所有権は、市に帰属します。 

【広告のイメージ】 

 

 

 

 

（１） 提供雑誌最新号カバー表面中央より下部にスポンサー名等を掲示します。 

（縦４センチメートル以内、横１３センチメートル以内） 

（２）提供雑誌最新号カバー裏面にスポンサーが作成した広告を掲示します。 
 

雑誌カバー（表） 

 

 

スポンサー名 

雑誌タイトル 

（裏） 

【問い合わせ・申し込み先】上天草市教育委員会社会教育課 電話 （０９６９）２８－３３６１ 

 

 

 

企業広告 

（スポンサーが作成） 


